
※事前の登録等はできません 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ご不明な点などありましたら、お問い合わせください。

       

 

 １．利用の相談をする 

家事や子育てに対しての不安やお困りのことについてご相談ください。  

 ４．市が実施事業者と曜日・時間帯を調整する 

 市の担当者が、支援計画に合った実施事業者と、曜日・時間帯等について調整します。 

 調整した結果について、申請者にお伝えします。 

 ※調整に、２週間程度要する場合があります 

 ６．子育て世帯訪問支援事業の開始（原則、４か月の期間内） 

 実施事業者の訪問支援員が、ご自宅にうかがい、支援を開始いたします。 

 ※訪問支援員が、支援開始前に事前に訪問して、お話を伺う場合があります 

上尾市こども家庭保健課（市役所５階） 

上尾市本町三丁目１番１号  048-7８３-４９６４            

月曜日から金曜日（祝日・年末年始を除く） 

８：３０から１７：００ 

★訪問支援をキャンセルしたい場合 

訪問支援を利用する日の前日（休業日を除く）の午後５時までに、「実施事

業所」及び「こども家庭保健課」に連絡してください。 

※前日（休業日を除く）の午後５時以降の連絡又は連絡がない場合には、キャンセル料

として１，０００円を市にお支払いいただきます。 

 ２．担当職員との面談による事前調査（サービス内容の相談） 

担当職員と面談し、サービス内容を相談しながら、サポートプランを作成します。 

※利用については、市によるサポートプランの内容の審査を受ける必要があります。 

 ３．申請をする 

〈申請に必要な書類〉 

①申請書 

②住民税決定通知書又は課税証明書のコピー 
※申請時に、市に記録されている税情報の確認に同意いただける方は、証明書等の提出は不要です。ただし、本

年１月２日以降に他の市区町村から転入された方は、税情報の確認ができない場合があるため、手続きについ

てお問い合わせください。 

 ５．市から決定通知書が郵送で届く 

 事業の決定通知書が郵送で届きます。実施事業者、連絡先等をご確認ください。 

https://www.irasutoya.com/2012/12/blog-post_6547.html

